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ぶどう畑 「長野市浅川葡萄農園」
　浅川ダムの建設残土が埋め立てられた場所を
耕し、ワイン用ぶどう栽培に取り組んできた浅川
の元地域おこし協力隊員の宋裕光さんのぶどう畑
「長野市浅川葡萄農園」です。2019年の千曲川
水害で流れ出た土を受け入れ、土壌改良しました。
約1.5haの農園では、昨年収穫も始まりました。
ワインは現在熟成中で今秋リリースの予定です。

　浅川地区は、長野駅から5km程の場所ですが、
美しい里山の風景が広がる中山間地域です。この
浅川で生産されたワインが全国に流通していき、
ワイン生産に魅力を感じている若者が就農し、子
どもたちの声が響き渡る活気ある地域に変わって
いく、そんな地域活性化のパイオニアとなること
でしょう。
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篠ノ井塩崎で定年退職後に農家創設した丸山さんを紹介します。
インタビュー
Q.農家のお生まれですか？
はい、兼業農家でした。
小さいころから親の手伝いをしていました。
専業農家になったのは退職してからですね。
Q.農業に従事するきっかけは？
毎日朝起きて勤めに行くのが嫌になったから（笑）
60歳で退職し、別の職場で働きながら、定年になった
ら本腰を入れて農業を始めようと地ならしをして、
65歳で軌道に乗るように５年かけて準備してきまし
た。
自分は人が多いのが嫌いだから、静かなほうが好きだ
し、今は一人でやっている。奥さんはパートに出てい
るけど、忙しいときは手伝ってもらう。
Q.何を作っているのですか？
ぶどう、桃、長芋、ねぎ、あと野菜を少し。直売所など
にも出荷しています。
Q.ご苦労されたことは？
一番は天候だね。農業は気候に左右されるからね。
桃とぶどうは今年やっと収穫できる時期になったと
思ったら、霜にやられてね。今年は５回火をたいた。
農仲間から、朝早く「おきろー」と電話かかってくる

の。ありがたいね。農
業の「つながり」を作
ることは大事だね。あ
と、このあたり、タヌ
キとかカラスとかの鳥
獣害があって大変で
す。
Q.農業の魅力は？
天気が良くて、空気が
きれいで、そんな中で
働けるのは楽しいじゃ
ないかね！
農業は新鮮なものが食
べられる。収穫したときは楽しいですよ。
Q.農業を始めたいと思っている人に伝えたい
　ことは？
ウクライナによる軍事侵攻で食糧問題が取り上げられ
るけど、自立できるような日本にしていかなくちゃい
けないんじゃないかね。みんな海外の食糧に頼ってい
るようじゃだめだと思うけどね。

さいごに

頑張る新規就農者　～南部地区調査会～

農
業
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

農地の所有者が亡くなり、その農地を相続によって取得する場合には許可は不要とされています
が、農業委員会への届出が義務付けられています。相続が発生してから、長期間放置されてしま
うと、相続人が多数となり、権利関係の複雑化が予想され、誰の農地かわからなくなってしまう、
いわゆる「所有者不明農地＝耕作放棄地」になってしまうおそれがあります。農地の権利を相続
等により取得された場合、相続登記完了後できるだけ速やかに、農地のある農業委員会へ届出を
お願いします。

農地の手続き・届出

※令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます
義務化の施行日（R6.4.1）前に発生した相続についても、施行日
から３年以内の登記申請が義務付けられます。なお、正当な理由
がなく相続登記の申請をしなければ10万円以下の過料が科される
ことがあります。

未相続のままの農地はありませんか？

ご相談は、農業委員会事務局（026-224-5060）まで

　人生100年時代といわれる昨今、「農業で自由に働く」
という選択もあります。心身の健康維持の面からも、
農業に取り組んでいる人は「元気で長生きする」人が
多く、「健康寿命」を伸ばす利点もあります。

　「孫が喜ぶね。おいしい　っていろいろ食べてくれる
よ。」と、お孫さんの顔を思い浮かべながらうれしそう
に話してくれました。
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「地域計画」の策定に向けて地域の話合いが始まります！

長野市では農業者の皆さんに向けた、様々な補助制度があります。
詳しくは、農業政策課までお問い合わせください。

● 補助金の交付申請を行う前に購入した機械は、補助の対象となりません。
● 予算の都合上、活用を希望する方は事前に市農業政策課へご相談ください。

問い合わせ ： 長野市役所 農業政策課　☎026-224-5037

農業政策課からのお知らせ

ご注意ください

詳細はホームページを
ご覧ください。

せん定枝粉砕機

個　　人

共同利用
（５戸以上）

認定農業者等が購入する
各種農業機械

・長野市の認定農業者であること
・機械の購入費が50万円以上　等

・受益地が中山間地域かつ10a以上
・機械の購入費が10万円以上50万円未満　等

・受益地が150a以上
・機械の購入費が100万円以上　等

・受益面積が500a以上
・機械の購入費が300万円以上　等

・受益地が中山間地域かつ20a～ 100a以上
・機械の購入費が50万円以上　等

・果樹共済・農業経営収入保険のいずれかに加入
・果樹の栽培面積が40a以上　等

10分の５以内
（50万円）

10分の３以内

10分の３以内

10分の３以内
（300万円）

10分の３以内
（90万円）

10分の２以内
（5万円）

中山間地域小型農業機械

せん定枝粉砕機

各種農業機械

中山間地域に係る農業機械

種　別 補助率（補助上限） 主な要件

●「地域計画」とは、10年後、地域の農業をどんな農業にしていきたいか、大切な農地を、どう守り、次の世代に
つないでいくかを農業関係者等（農業者、農業委員・最適化推進委員、農協、農業公社、土地改良区、県農業農
村支援センター、長野市等）で話し合い、目指すべき将来の農地利用の姿を明らかにする計画です。

●高齢化や人口減少の本格化により農業者の大幅な減少や耕作放棄地の拡大が危機的状況となることが懸念された
ため、国は令和４年５月に農業経営基盤強化促進法を一部改正し、これまでの「人・農地プラン※1」を「地域計画」
として法定化しました。これに伴い、各市町村では令和７年３月末までに「地域計画」を策定することになりました。

●「地域計画」では、「将来の地域農業のあり方」を定めるとともに、農地の10年後の予定耕作者を示した「目標地図」
を作成します。

●今後、市内33地区で順次話合いをしてまいりますので、関係の皆様のご協力をお願いします。

問い合わせ ： 長野市役所 農業政策課　☎026-224-5037

10年後の地域農業のあり方

●地域の農業の進む方向
　（特産の○○をもっと増やしたらどうか など）

●農用地の集積・集約化の方針
●多様な経営体の確保・育成の方針

など

目標地図

農地の10年後の予定耕作
者を示した地図+

長野市 農業機械化補助金

長野市農業機械化補助金事業について

※１…人・農地プランとは、地区の農業者の話合い
で、地区における中心的な農業者（中心経営体）や
将来の農業のあり方などを明確化して市町村が公
表するもので、平成24年に制度が開始された。

生産性向上、環境負荷軽減、作業受託の推進等を通じて農業の持続的な発展を推進するため、本市在住の農業者の
皆さんへ向けて、農業機械の購入支援を行っています。
■主な補助金の種類



イラスト／からけみ

1 2 3

農業者年金 しっかり積み立て、がっちりサポート

貯蓄感覚で始めてみませんか？ 次の要件をすべて満たしていれば、誰でも加入できます
年間60日以上
農業従事

国民年金
第一号被保険者

20歳以上
60歳未満

＊保険料は、月額２万円から６万７千円まで千円単位で選択できます。
　35歳未満で要件を満たす方は、月額１万円から加入できるようになりました。
＊60歳以上65歳未満の方も国民年金に任意加入していれば加入できます。
＊国民年金基金や個人型確定拠出年金（iDeCo）と重複して加入することはできません。

農業者年金基金

●詳しくは…
https：//www.nounen.go.jp

期間10月1日（日）～ 11月30日（木）
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第 53回長野市農業祭
安全・安心！！とれたて
　NAGANO大集合！
期間10月1日（日）～11月30日（木）

長野市農業祭実行委員会（長野市農業政策課）
TEL.026-224-5098

市内全域の農地の
利用状況調査（農地パトロール）を実施中！

　農地法に基づき、農地の有効かつ効率的な利用の促進のため、利用状況調査を実施しています。農業委員・
農地利用最適化推進委員や農地流動化協力員が農地に立ち入る場合がありますので、ご理解とご協力をお願い
します。
　パトロールで、一年以上にわたって耕作されず草刈りなどの維持管理もされていない農地や、周辺の農地と
比べて著しく低利用の遊休農地は、再生が可能な農地と判断され、利用意向調査の対象になります。
 

　パトロールの結果に基づき、「遊休農地」の所有者に、今後の農地の利用について意向を確認し、利用予定の
ない農地は中間管理機構等につなげます。この調査で農地中間管理機構に貸し付けの意向を表明した場合は、
一定の条件を満たす農地に限り、長野県農業開発公社が借受者との調整を行います。
　また復元が困難と判断される農地については、非農地判
断を行うなど適切な農地利用に向けて対応します。「山林・
原野化している土地」などは、所有者の意向を確認しながら、
計画的に非農地決定を進め、農地の適正管理を促します。
  

　耕作放棄地を解消することは、害虫・鳥獣害、不法投棄
や火災等を防止することにもなります。農地の保全が困難
になった場合は、地元の農業委員・農地利用最適化推進委
員または農業委員会事務局（TEL.026-224-5060）にご相
談ください。

荒廃化する前に相談を！ [ 年間を通じて随時 ]

10/28土午前 9時から
午後２時30分まで

ビッグハット
（長野市若里）

・安全・安心な旬の農産物や加工品を展示・販売
・季節の農産物が当たる!!お買い物大抽選会

2023 農業フェア

秋の収穫祭巡りキャンペーン

市内の直売所と道の駅を巡るスタンプラリーで
地産地消セットを当てよう！

利用意向調査  [ 12月～１月頃 ]

農地利用状況調査（農地パトロール）[ ８月～ 10月頃 ]

タブレットを活用し、市内の農地全筆を調査しています
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